
 

 

既収載品目（医薬品各条）の基原の改正について（報告） 1 

 2 

以下の既収載医薬品各条中の基原について、第十八改正日本薬局方にて改正予定ですので報告します。 3 
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医薬品各条名 改正前 改正後 

カルメロースカルシウ

ム 

本品はセルロースの多価カルボキシメチルエ

ーテルのカルシウム塩である． 

本品は部分的にO―カルボキシメチル化したセ

ルロースのカルシウム塩である． 

カルメロースナトリウ

ム 

本品はセルロースの多価カルボキシメチルエ

ーテルのナトリウム塩である. 

本品を乾燥したものは定量するとき，ナトリ

ウム(Na：22.99) 6.5〜8.5％を含む． 

本品は部分的にO―カルボキシメチル化したセ

ルロースのナトリウム塩である. 

本品を乾燥したものは定量するとき，ナトリ

ウム(Na：22.99) 6.5〜8.5％を含む． 

クロスカルメロースナ

トリウム 

本品は，セルロースの多価カルボキシメチル

エーテル架橋物のナトリウム塩である． 

本品は部分的にO―カルボキシメチル化し，架

橋した，セルロースのナトリウム塩である． 
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